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趣 旨                           

１ 計画策定の背景 

近年、人口減少や既存住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化

に伴い、空家等の増加が顕著であり、全国の自治体において共通の課題となっています。 

国においては、平成 26 年 11 月、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、も

って公共の福祉の増進と地域振興に寄与することを目的として、「空家等対策の推進に関す

る特別措置法」を公布（平成 27 年５月全面施行）しました。 

また、当市においては、日常的に管理が行われていない空家等について行政区長からの

情報をもとに、平成 25 年度から 26 年度にかけて現地調査を実施し、危険度、対応の緊急

度の判定を行い、2,044 件について空家等の実態把握を行いました。 

このような状況を踏まえ、平成 28年 10 月に、一関市空家等対策計画（平成 28 年度～令

和２年度）を策定し、空家等の発生の予防、活用・流通の促進、適切な管理、跡地利用とい

った視点からの取組を総合的に進めてきました。 

さらに、人口減少に歯止めをかけるため、若者の定住対策、市外からの移住・定住などの

人口増加策と空家等の対策を連動した取組も強化し、新たなまちづくりの資源として取り

入れることも視野に入れ、安全安心な活力ある地域づくりの実現に向けて取り組んできま

した。 

前計画は、令和２年度で最終年度を迎えましたが、今後も既存住宅・建築物の老朽化や

人口減少の進行に伴う空家等の更なる増加が懸念されるところであり、また、管理者不在

の空家等が及ぼす生活環境への影響などへの配慮がより一層求められる状況であることか

ら、本計画を策定し、空家等への対策を総合的に進め、ＳＤＧｓの理念のもと持続可能な

地域社会の形成を目指します。 
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２ 前計画の検証 

〔重点目標１〕 相談体制の充実 

● 指標１ 相談に連携して対応する団体数・・・５団体 

「空家等の適正な管理及び活用の推進に関する協定」を７団体と締結しました。 

・ 一般社団法人岩手県建築士会一関支部・千厩支部（令和２年６月11日一関支部に統合） 

・ 岩手県司法書士会 

・ 岩手県土地家屋調査士会 

・ 一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会一関支部 

・ 一般社団法人岩手県建設業協会一関支部・千厩支部 

● 指標２ 相談件数・・・120 件／年  

窓口での相談対応のほか、空家相談会・セミナーを開催し、相談者への説明や助言

を行いました。 

H28 H29 H30 R1 R2 

管理不全の空家等に関する周辺住民等

からの相談など（件） 
26 件 18 件 22 件 26 件 39 件 

所有者等からの空家等の管理や活用に

関する相談など（件） 
－ 23 件 61 件 38 件 53 件 

計 26 件 41 件 83 件 64 件 92 件 

〔重点目標２〕 実施体制の確立・整備 

● 指標３ 空家等の管理等に取り組む自治会等の数・・・５団体  

空家セミナー（勉強会）に講師を派遣しました。 

・ 平成30年度 １団体（摺沢振興会 平成30年２月20日） 

・ 令和元年度 １団体（川崎まちづくり協議会 令和元年10月18日） 

・ 令和２年度 １団体（磐清水自治協議会 令和３年１月26日、２月26日） 

  ● 指標４ 空家等の管理等の契約が可能な事業者・団体数・・10団体    

「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を公益社団法人一関市シルバー人材セ

ンターと締結しました。 

〔重点目標３〕 空き家バンクの活用 

● 指標５ 空き家バンク登録件数・・20件／年 

● 指標６ 空き家バンク成約件数・・７件／年 

H28 H29 H30 R1 R2

空き家バンク登録件数 22件 23件 23件 37件 38件 

空き家バンク成約件数 ４件 ３件 10 件 ６件 18件 

〔重点目標４〕 特定空家等への措置 

● 指標７ 認定数に対する解決率・・・90％ 

実績なし（特定空家等の認定基準未策定のため） 



3 

３ 空家等の現状 

⑴ 住宅数及び空家数 

平成30年住宅・土地統計調査（※）によると、全国の住宅総数は約6,240万戸であり、

５年前の平成25年の約6,063万戸と比べ、約177万戸増加しました。 

また、居住世帯のない住宅（空家総数）は約849万戸となっており、５年前の約820万戸

と比べ、約29万戸増加しています。空家率は13.6％と過去最高となり、そのうち、別荘、

賃貸用・売却用住宅などを除いた、実質的な空家（その他住宅）の空家率は5.6％となっ

ています。 

同調査における岩手県の状況をみると、住宅総数が約57万９千戸、うち居住世帯のな

い住宅（空家総数）は約９万４千戸と、全国と同様に増加しており、空家率は16.1％とな

りました。 

当市の状況は、住宅総数が49,890戸、居住世帯のない住宅（空家総数）が7,640戸であ

り、空家率は14.7％、そのうちの実質的な空家（その他住宅）の空家率は9.1％となって

います。 

（出典：平成30年住宅・土地統計調査の概要） 

※ 住宅・土地統計調査は、調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並

びに居住している世帯を対象とした調査です。住宅・土地統計調査における住宅の種類につい

ては以下のとおりです。 

住

宅

居住世帯のある住宅 

居住世帯のない住宅 一次現在者（昼間だけ使用、交代での寝泊用等）のみの住宅

空家 二次的住宅 別荘 

その他 

賃貸用の住宅 

売却用の住宅 

実質的な空家（その他住宅） 

建築中の住宅 

区分 

A 

住宅総数

(戸) 

B 

居住世帯のない住宅 

［空家総数］(戸) 

D 

別荘、賃貸用・売却用住

宅など（戸） 

F 

実質的な空家 

[その他住宅](戸) 

C 

空家率(%)

E 

空家率(%)

G 

空家率(%)

全  国 62,407,400 8,488,600 13.6 5,001,400 8.0 3,487,200 5.6

岩手県内 579,300 93,500 16.1 43,300 7.5 50,200 8.6

一 関 市 49,890 7,640 14.7 3,100 5.6 4,540 9.1



4 

＜参考＞ 平成 25 年度～26 年度の空家調査の結果 

日常的に管理が行われていない空家について行政区長を通じ情報提供を求めたところ、

2,361 件の情報が寄せられ、空家調査員を配置して現地調査を実施し、入居中であったも

のや、すでに更地になっていたものを除く 2,044 件について、建物の外観の目視により

危険度、対応の緊急度の判定（Ａ～Ｄ）をしました。 

・ 判定状況 

調査対象 Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定 Ｄ判定 計 

一 関 919 267 309 219 13 808

花 泉 307 15 95 130 6 246

大 東 353 69 61 165 5 300

千 厩 202 46 61 77 4 188

東 山 195 5 46 117 2 170

室 根 95 9 15 54 0 78

川 崎 89 0 31 39 0 70

藤 沢 201 19 46 117 2 184

計 2,361 430 664 918 32 2,044

・ 判定区分内容 

判定区分 区 分 の 内 容 

Ａ 小規模の修繕により再利用が可能（または修繕がほとんど必要ない。） 

Ｂ 
管理が行き届いておらず損傷も見られるが、当面の危険性はない。 

（多少の改修工事により再利用が可能） 

Ｃ 
今すぐに倒壊の危険性はないが、管理が行き届いておらず、損傷が激しい。

（老朽化が著しい。） 

Ｄ 
倒壊などの危険が切迫しており、緊急度が極めて高い。 

（解体が必要と思われる。） 

⑵ 空家等発生の要因・背景 

空家等が発生したり、空家状態が長期化したりする主な要因や背景は、平成25～26年

度の調査結果や、空家等の所有者及び管理者（以下「所有者等」という。）から得た情報

によると、以下のものがあげられます。 

① 所有者に関する事項 

・ 高齢化、単身世帯化が進んでいる。 

・ 活用や管理の方法がわからない。 

・ 活用（他人に貸す、売却）する意向がない。 

・ 管理することが難しい。 

・ 管理する必要性を感じない。 

・ 改修、除却費用を負担できない。 

・ 所有者、連絡先が特定できない。 
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・ どうしたらよいか判断ができない。 

② 地域に関する事項 

・ 所有者に働きかけることが難しい。 

・ 対応方法がわからない。 

・ 地域コミュニティの形成に影響を与える。

③ 市場に関する事項 

・ 情報が不足している。 

・ 需給マッチングの問題がある。 

・ 改修（費用や方法）の問題がある。 

・ 農地付では空家の流通が難しい。 

④ 法制度に関する事項 

・ 建築基準法上、再建築等が困難である。 

・ 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例（以下「住宅用地特例」という。）

により除却が進まない。 

・ 農地法上の取引面積の規制が引き下げられ、農地付空家等の売買要件が緩和され

たが、買い手が見つからない。 

４ 空家等の管理における課題 

⑴ 防災、防犯上の不安 

・ 放置状態になっている空家等を見ると、防災、防犯上とても不安を感じる。 

・ 空家等が著しく老朽化していることにより、倒壊などの事故が懸念される。 

⑵ 周辺の生活環境の悪化 

・ 動物の住みつきや害虫の発生により、周辺に被害をもたらす。 

・ 草木が繁茂し、隣家や道路にはみ出している。 

・ 敷地内にゴミが不法投棄される。 

⑶ 景観の悪化 

・ まちの景観に悪影響を及ぼす。 



6 

第１ 計画の概要                        

１ 対象とする地域 

市内全域に空家等が見られ、全市的な対応が必要と思われることから、本計画は市全

域を対象とします。 

２ 対象とする建築物 

⑴ 空家等の定義 

本計画における「空家等」の定義は、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空

家法」という。）第２条第１項の規定によるものとし、以下のとおりとします。 

・ 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこと

が常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）。ただし、

国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

⑵ 特定空家等の定義 

本計画における「特定空家等」の定義は、空家法第２条第２項の規定によるものとし、

以下のとおりとします。 

・ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

・ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある

と認められる空家等 

⑶ 管理不全空家等の定義 

本計画における「管理不全空家等」の定義は、空家法第13条第１項の規定によるものと

し、以下のとおりとします。 

・ 空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に

該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等 

３ 基本的方針 

⑴ 計画の位置づけ 

本計画は、空家法第７条の規定により、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実

施するため、空家等の発生の予防、活用・流通の促進、適切な管理、除却・跡地利用に関

する基本的な方針を定めるものです。 

また、一関市総合計画を上位計画とし、各種計画との整合性を図るものです。 
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⑵ 計画の目的 

・ 空家法の趣旨を踏まえ、空家等の対策における所有者等と市それぞれの責務を明ら

かにします。 

・ 予防から跡地利用までを視野に入れた各種対策を総合的かつ計画的に展開し、地域

の活力の維持・向上に寄与します。 

・ 空家等の増加に伴い発生する防災、衛生、景観などの問題を解決していくための具

体的な方針を示します。 

⑶ 計画の基本的な考え方 

日常的に管理が行われていない空家等が増加することにより、生活環境における安全

性の低下、公衆衛生の悪化、景観を損なうなど多岐にわたる社会的な問題が生じ、そのま

までは地域コミュニティ形成への悪影響や市全体の活力低下を招くということを共通認

識として、当市における空家等の状況や全国的な取組も踏まえながら、次の３点を基本

的な考え方として、各種の対策を検討し、取り組んでいくこととします。 

① 空家等の増加を想定した対策の推進 

少子高齢化や人口減少の進行により空家等は今後も増加すると想定されます。それ

に伴い、防災や防犯など、空家等に直接起因する問題が懸念されます。 

こうした点を踏まえ、 

・ 空家等にしない ＜予防対策の推進＞ 

・ 空家等を資源ととらえる ＜利活用・流通の促進＞ 

・ 所有者等による適切な管理を促すとともに、管理がされずに放置された危険な

空家等に対応する ＜安全・安心の確保＞ 

を３つの柱として、対策を進めます。 

② 地域の将来を見据えた取組 

これまで大切に守り育てられてきた地域の歴史や景観を次の世代に残していくため

にも、行政区長や自治会等との連携を図りながら、空家等への対策を進めていくこと

が必要です。 

そのため、将来の地域の姿やあり方を見すえながら、空家等の発生の予防、活用、適

切な管理及び除却、跡地利用を適宜組み合わせ、対策を進めます。 

③ 市民・地域・事業者・行政の協働の取組 

空家等への対策は今や地域社会においても大きな課題であり、地域社会全体による

取組が必要となっています。 

現在、協働のまちづくりによる地域コミュニティの維持や地域の活性化を図るさま

ざまな取組が進められていますが、空家等への対策についても、行政内部の関係部署

の連携はもとより、市民や地域、建築、不動産などの関係事業者、さらにはＮＰＯ法人

などの団体との連携体制を強化し、取組を進めます。 
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⑷ 計画の主な内容 

空家法第７条第２項の規定により、本計画で定める項目などについて、主な内容を以

下のとおりとします。 

① 計画の期間 

本計画の期間は、上位計画である一関市総合計画の後期基本計画が令和７年度まで

の期間となっていることを踏まえ、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

② 所有者等による適切な管理の促進 

空家等への対策は、第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により適切に対応

することを基本とします。 

③ 空家等及び跡地の有効な活用の促進 

移住者等に市内の空家等を紹介する「空き家バンク」により、利活用を促進します。 

また、空家等の除却後の跡地の利活用についても検討します。そのため、関係事業

者・団体、自治会等との連携を図るとともに、国の支援・助成制度の把握と活用の促進

を図ります。 

④ 特定空家等及び管理不全空家等に対する措置 

特定空家等に認定した空家等については、空家法第22条の規定による措置をとりま

す。 

また、管理不全空家等に認定した空家等については、空家法第13条の規定による措置

をとります。 

⑤ 相談への対応 

適切な管理が行われていない空家等に関する通報、所有者等からの活用に関する相

談など、それぞれの内容に応じて、関係部署と連携して適切に対応します。 

⑥ 計画の進捗管理とその評価 

空家等の対策に係る指標を設定し、取組の評価、検証を行うとともに、その達成状況

を公表します。 
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第２ 空家等の適正な管理施策の推進

空家等は、所有者等が自らの責任により適切に対応することを基本としていることから、

所有者等や地域住民による自発的な管理をさらに促すとともに、現状の取組や課題を踏まえ、

対応の強化や体系化を図ることが必要であることから、以下の取組を進めます。 

１ 所有者等への啓発 

空家等の所有者等に対し、市広報や市ホームページなどにより適切な管理について、

啓発します。 

２ 所有者等による適切な管理の促進 

・ 日常的な管理が行われていない状態の空家等については、所有者等の把握に努め、文

書などにより、適切な管理を促します。 

・ 適切な管理が行われていない空家等により、道路通行に支障が生じる場合は、道路管

理者と協議の上、所有者等に状況の改善を求めます。 

・ 草木の繁茂、害虫の発生、戸や窓ガラスの破損などにより小動物が出入りするなどの

状態になった場合は、所有者等に対し改善を求めます。 

・ 草木については、定期的に手入れ、除草などを行うよう周知に努めます。

３ 地域での空家等管理の検討 

  所有者等からの依頼により自治会等で空家等の管理を行うことについて、検討します。 

４ 管理事業者・団体の確保 

空家等の管理を行っている、または行うことが可能な事業者・団体の把握に努めます。 

５ 具体的な取組

⑴ 取組の前提 

空家法第５条において「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

よう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に

関する施策に協力するよう努めなければならない。」と規定されています。 

したがって、空家等への対策は、第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により

適切に対応することを前提とします。 
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⑵ 各段階における取組の方向性 

空家等が発生し放置される要因や、そこから生じる課題は一つに特定できるものでは

なく、居住中から除却後の跡地利用までの各段階にわたっています。 

そのため、それぞれの段階に応じた効果的な対策が必要であることから、その取組を

示し、各種施策を検討・実施します。 

また、空家等は今後も増加することが予想されることから、空家等の発生の予防にも

力点を置きながら、対策を進めます。 

⑶ 取組の内容 

① 空家等の発生の予防 

空家等となる要因は所有者等の個人的な事情によるところが大きいことから、住宅

建築さらには居住中の段階から、将来空家等とならないよう、以下の取組を進めます。  

ア 市民意識の醸成・啓発  

・ 市広報、市ホームページなどの多様な媒体による情報発信、周知、啓発を行い、

空家等をつくらない市民意識の醸成を図ります。 

・ 住宅改修や相続などについての学習機会を設けます。 

・ 相続登記が適切に行われるよう周知に努めます。 

イ 住宅ストックの良質化の推進  

・ 新築時に、長く住むことができる良質な住宅の普及を図ります。 

・ 既存の住宅についても、所有者等による耐震化やリフォームにより、質の向上 

が図られるよう啓発に努めます。 

ウ 相談体制の強化 

・ 関係団体と連携し、相続や登記、活用などについての相談体制の強化に努めます。 

・ 高齢者世帯、単身高齢者世帯等については、相続や登記、成年後見・任意後見制

度の活用などについての相談ができるよう関係団体との連携を図ります。 

エ 所有者等への情報提供 

  当面の活用予定がない空家等の所有者等に対して、将来の活用等に向けて、適切

な管理、活用に関する情報提供を行います。 

② 活用の促進 

空家等の適切な管理とあわせて、活用のための環境整備として、以下の取組を進め

ます。 

・ 小規模な修繕により再利用が可能な住宅の所有者等への意向調査を行うとともに、

空き家バンクなどの活用にむけた情報を提供します。 

・ 居住者がいなくなった後も日常的な管理を継続し、住宅の質を維持するよう所有

者等に促します。 

・ 再利用可能な空家等の情報を収集、整理し、利活用のマッチングが促進されるよ

う、情報の共有化を進めます。 

・ 空家等を地域のコミュニケーションの場として活用するなど、地域での活用につ

いて検討を進めます。 

・ 金融機関などとの連携による資金調達等の取組や中古住宅の取得、リフォーム支

援など中古住宅市場の活性化を図る取組を進めます。 
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・ 空家等の活用にあたり、空家等に付随した農地や空家等に残る家財などの処理の

あり方についても研究します。 

・ 関係団体と連携し、空家等の仲介体制を強化する取組を進めます。 

③ 跡地利用 

建物の除却は、空地が増加することとなり、それらがそのまま放置されれば、草木の

繁茂など生活環境面での問題が生じることが懸念されます。  

このため、除却後の跡地を管理不十分のまま放置させず、さらには良好な土地利用を

促すため、以下の取組を進めます。  

・ 自治会等による跡地活用について、所有者等との調整を行う仕組みづくりについ

て検討します。 

・ 空家再生等推進事業の活用について、検討します。 

・ 跡地に関する情報の提供を行う仕組みについて、研究します。 

６ 空家等の調査結果の活用 

本計画では、平成 25 年度から 26年度にかけて実施した現地調査、並びに平成 27年

度から行っている所有者等の意向調査結果に、これまで実施した現地調査などの情報を

加えたものを基本として、以下の取組を進めます。

・ 行政区長へのアンケートを実施し、危険度、緊急度の高い空家等の把握に努めます。 

・ 空家等の情報について、個人情報の取り扱いに支障のない範囲で、必要に応じて自

治会等への提供を行い、共有化を図ります。 
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第３ 特定空家等及び管理不全空家等に対する措置

所有者等に対して適切な管理を促しても改善されない空家等が増えることが懸念されてい

ます。空家法では、このような空家等を特定空家等に認定し、除却、修繕、立木竹の伐採その

他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう「助言又は指導（空家法第22条

第１項）」、「勧告（空家法第22条第２項）」、「命令（空家法第22条第３項）」及び「行政

代執行（空家法第22条第９項）」をすることができると規定されています。 

また、空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等

に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等を管理不全空家等に認定

し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措

置をとるよう「指導（空家法第13条第１項）」、「勧告（空家法第13条第２項）」をすること

ができると規定されています。 

市は、空家法を適正に運用するため、一関市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細

則（令和３年規則11号）、一関市特定空家等及び管理不全空家等認定基準（令和３年告示第

48号、令和７年告示第45号）を制定し、特定空家等に対する措置を以下により実施します。 

１ 所有者の特定 

・ 不動産登記簿をもとに、戸籍や住民基本台帳、固定資産税課税台帳などから、空家等の

所有者を特定します。相続登記がされていない空家等については、相続人全員を特定し

ます。相続人のうち、相続放棄をしていない者全員が、空家等の所有者となります。 

・ 特定空家等又は管理不全空家等に関する通知文書は、所有者に送付します（管理者に

は空家等の除却などを行う権原はありませんので、特定空家等又は管理不全空家等に対

する措置の対象ではありません。）。 

２ 立入調査 

・ 特定空家等又は管理不全空家等に認定するか否かを判断するために、空家法第９条第

２項の規定により、市の職員または市長が委任した者が当該空家等に立入調査を行いま

す。 

・ 空家法第９条第３項の規定により、立入調査を行う場合は、所有者に文書で事前に通

知します。 

・ 調査内容は、一関市特定空家等及び管理不全空家等認定基準の項目とします。   

３ 管理不全空家等の認定 

・ 調査結果は、一関市空家等対策協議会に報告します。 

・ 一関市空家等対策協議会は、管理不全空家等への認定について意見を述べるものとし

ます。 

・ 管理不全空家等の認定は、一関市空家等対策協議会の意見を踏まえて市長が行います。 
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なお、認定に当たっては空家等の状態に加え、学校や不特定多数が利用する公共施設、

通学路、幹線道路などに隣接する場合や、その悪影響の範囲内における建築物や通行人

等の存在の有無、その悪影響の程度と危険の切迫性等を個別に勘案し、総合的に判断す

るものとします。 

・ 管理不全空家等に認定した場合は、その旨を所有者に文書で通知し、自主的な改善を

促します。 

４ 管理不全空家等認定後の具体的な措置 

⑴ 指導 

所有者に文書で通知します。 

⑵ 勧告 

指導を行っても改善されない場合は、所有者に対して相当の猶予期限を付けて、管理

不全空家等の状態を解消するために必要な措置を講ずるよう文書により勧告します（こ

のことにより、住宅用地特例から除外されます。）。 

５ 特定空家等の認定 

・ 調査結果は、一関市空家等対策協議会に報告します。 

・ 一関市空家等対策協議会は、特定空家等への認定について意見を述べるものとします。 

・ 特定空家等の認定は、一関市空家等対策協議会の意見を踏まえて市長が行います。 

なお、認定に当たっては空家等の状態に加え、学校や不特定多数が利用する公共施設、

通学路、幹線道路などに隣接する場合や、その悪影響の範囲内における建築物や通行人

等の存在の有無、その悪影響の程度と危険の切迫性等を個別に勘案し、総合的に判断す

るものとします。 

・ 特定空家等に認定した場合は、その旨を所有者に文書で通知し、自主的な改善を促し

ます。 

６ 特定空家等認定後の具体的な措置 

⑴ 助言又は指導 

・ 助言は、原則口頭で行います。 

・ 指導は、所有者に文書で通知します。 

⑵ 勧告 

助言又は指導を行っても改善されない場合は、所有者に対して相当の猶予期限を付け

て、特定空家等の状態を解消するために必要な措置を講ずるよう文書により勧告します

（このことにより、住宅用地特例から除外されます。）。 
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⑶ 命令 

勧告で指定した期限までに正当な理由がなく必要な措置をとらなかった場合は、所有

者に対して相当の猶予期限を付けて、勧告に係る措置をとるよう文書により命じます。 

この命令を行う場合は、所有者に対して命令の内容及び理由を記載した書類を事前に

送付し、所有者からの意見書及び所有者自身に有利な証拠を提出する機会を与えます。 

⑷ 行政代執行 

命令で指定した期限までにその措置を履行しなかったなどの場合は、行政代執行法（以

下「代執行法」という。）により、市又は市が依頼した第三者が代執行し、特定空家等の

状態を解消します。 

７ 行政代執行の費用負担 

⑴ 所有者負担の原則 

 行政代執行は、本来特定空家等の所有者が行うべき措置を市が代わって行うものであ

ることから、要した費用は特定空家等の所有者の負担となります。 

⑵ 強制徴収 

特定空家等の所有者が行政代執行費用の自主納付に応じない場合は、代執行法第６条

第１項の規定により、国税滞納処分の例による強制徴収を行います。 

８ 所有者不明の特定空家等への措置 

⑴ 相続財産管理人制度 

相続人全員が相続放棄しているなど、空家等の所有者を特定できないときは、家庭裁

判所への相続財産管理人の選任申立を検討します。 

⑵ 略式代執行 

特定空家等の所有者が特定できず、相続財産管理人の選任申立を行わない場合は、空

家法第22条第10項の規定により略式代執行を行います。 

⑶ 略式代執行の費用負担 

略式代執行は、特定空家等の所有者が特定できない状態で行うことから、費用全額が

市の負担となりますが、略式代執行後に所有者が判明した場合は、所有者に費用を請求

します。 

９ 国の支援制度の活用 

代執行に係る市の財政負担の軽減を図るため、国の補助制度を活用します。 
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第４ 空家等への対策の推進体制等                

１ 一関市空家等対策協議会の役割 

本計画の作成、変更について審議するとともに、市が実施する空家等への対策などに対

し専門的見地から意見を述べるものとします。 

２ 庁内連携 

・ 空家等への対策は、法律、税務、福祉、防災、防犯など多岐に及ぶことから、それぞれ

の内容に応じて適切に対応ができるよう、関係部署が連携して取組を進めます。 

・ 空家等の情報について、統合型地理情報システム（ＧＩＳ）にデータを入力し、庁内で

の共有を図ります。 

３ 関係事業者・団体との連携 

・ 空家等に関する相談は、所有者等による利活用や、周辺住民による空家等が及ぼす悪

影響など、様々な内容に及ぶことから、所有者等による適切な管理につなげるため、相

談内容に応じて、関係事業者、団体と連携して取組を進めます。 

・ 空家等への対策は、所有者等、市のみならず地域全体での取組が重要であることから、

行政区長、自治会等と連携しながら取組を進めます。  

４ 重点目標の設定と進捗管理 

・ 空家等の対策の着実な推進のため、重点的に取り組む目標を設定し、それぞれの目標

について指標を設定して、検証を行いながら取組を進めます。 

・ 指標の達成状況について、その進捗や成果、課題等を把握し、一関市空家等対策協議会

に報告するとともに、取組に対する意見を踏まえ、必要に応じて対策などを見直します。 
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第５ 空家等の活用の促進

１ 空き家バンクへの登録による活用促進（重点目標１） 

・ 空家等の活用を促進するため、再利用が可能な空家等の所有者等に対し、空き家バン

ク制度の周知をさらに進め、空き家バンクへの登録を働きかけます。 

・ 空き家バンクの登録物件について、市ホームページで広く情報を提供します。 

・ 空き家バンクの相談窓口の充実に努めます。 

● 指標１ 空き家バンク公開件数       40件／年度末時点 

● 指標２ 空き家バンク成約件数       10件／年 

２ 国による支援を活用した環境整備 

次の取組を行う場合は、国の補助制度の活用を支援します。 

・ 自治会等が、建物の除却により生じる跡地を、地域のポケットパークや自治防災拠点

（災害時の避難場所）などに整備する。 

・ 民間事業者が、空家等を地域の活性化に資するための観光施設や店舗などに転用して

活用する。 

３ 地域コミュニティを活用した取組の推進 

自治会等が、空家等を集会所などに活用することを促進します。 
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第６ 市民からの相談体制

１ 相談窓口の充実（重点目標２） 

市民や自治会等から寄せられる相談に対して、専門的な助言により、適切かつ迅速に

対応できるよう相談体制を強化することにより、市民が相談しやすい環境の整備に取り

組み、相談窓口の充実を図ります。 

● 指標３ 空家等に関する相談件数     120件／年 

２ 相談会・セミナーの開催（重点目標３） 

空家等の所有等や、自宅や実家が空家等になる可能性がある方を対象とした相談会を

開催します。 

また、空家等を地域の課題として捉えている自治会等や地域協働体などを対象にセミ

ナーを開催します。 

● 指標４ 相談会開催回数         12回／年 

● 指標５ セミナー開催団体数      ３団体／年 

３ 相談ネットワークの活用 

関係機関・団体等が主催する各種相談会について、遠方などに住む空家等の所有者等

に情報を提供します。 

第７ 空家等の現地調査等                    

１ 空家等の現地調査等（重点目標４） 

建築物の倒壊を未然に防ぐ対策が必要であることから、その状況を把握するため、随

時調査を行います。  

● 指標６ 現地調査件数          20件／年 

● 指標７ 立入調査件数          １件／年 
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指標一覧

重点目標 指標項目 指標(数値) 

１ 空き家バンクへの登録による活用促進 

⑴ 空き家バンク公開件数 40件/年度末時点

⑵ 空き家バンク成約件数  10件/年 

２ 相談窓口の充実 

 ⑶ 空家等に関する相談件数  120件/年 

３ 相談会・セミナーの開催  

⑷ 相談会開催回数  12回／年 

⑸ セミナー開催団体数  ３団体／年 

４ 空家等の現地調査等 

 ⑹ 現地調査件数 20件／年 

 ⑺ 立入調査件数 １件／年 
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参考資料・法令                       

○ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成26年11月27日 法律第127号 

令和５年12月13日 法律第 50号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影

響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図

り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特

別区を含む。第10条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推

進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共

の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされ

ていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第14条第２項において

同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっ

ている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等をいう。 

（国の責務） 

第３条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の

支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国民の理

解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 市町村は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施

その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法

律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の

連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努

めなければならない。 

（基本指針） 

第６条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

⑵ 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

⑶ 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

⑷ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長
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に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（空家等対策計画） 

第７条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空

家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する

基本的な方針 

⑵ 計画期間 

⑶ 空家等の調査に関する事項 

⑷ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

⑸ 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事項 

⑹ 特定空家等に対する措置（第22条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第２項の規定による勧告、同

条第３項の規定による命令又は同条第９項から第11項までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その他

の特定空家等への対処に関する事項 

⑺ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

⑻ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

⑼ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第５号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分布の

状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の

空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに

当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用

促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

⑴ 中心市街地の活性化に関する法律（平成10年法律第92号）第２条に規定する中心市街地 

⑵ 地域再生法（平成17年法律第24号）第５条第４項第８号に規定する地域再生拠点 

⑶ 地域再生法第５条第４項第11号に規定する地域住宅団地再生区域 

⑷ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第40号）第２条第２項に規定する重

点区域 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域として国

土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

⑵ 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種類及び当

該空家等について誘導すべき用途（第16条第１項及び第18条において「誘導用途」という。）に関する事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた経済的

社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進区域内の空家等に

該当する建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下この項及び

第９項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第10項において同じ。）について

第17条第１項の規定により読み替えて適用する同法第43条第２項（第１号に係る部分に限る。次項において同

じ。）の規定又は第17条第２項の規定により読み替えて適用する同法第48条第１項から第13項まで（これらの規

定を同法第87条第２項又は第３項において準用する場合を含む。第９項において同じ。）の規定のただし書の規

定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第17条第１項の規定により読み替えて適用する建築基準法第43条第２項の規定の適用を受けるための

要件（第９項及び第17条第１項において「敷地特例適用要件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員



21 

1.8メートル以上４メートル未満の道（同法第43条第１項に規定する道路に該当するものを除く。）に２メート

ル以上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内におけ

る経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌

して定めるものとする。 

７ 市町村は、第３項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市及び同法第252条の22第１項の中核

市を除く。）は、第３項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和43年法律第

100号）第７条第１項に規定する市街化調整区域をいう。第18条第１項において同じ。）の区域を含む空家等活

用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針に定める事

項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第５項の第17条第２項の規定により読

み替えて適用する建築基準法第48条第１項から第13項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件

（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該

空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第43条第２項第１号の規定による認定又は同法第48条第１

項から第13項まで（これらの規定を同法第87条第２項又は第３項において準用する場合を含む。第17条第２項

において同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第２条第35号に規定する

特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用

途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

10 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建築物を用

途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために

やむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 

11 空家等対策計画（第３項に規定する事項が定められたものに限る。第16条第１項及び第18条第１項において

同じ。）は、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第18条の２の市町村の

都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

12 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

13 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必

要な援助を求めることができる。 

14 第７項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第８条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下この条に

おいて「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不

動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第２章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査

その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第22条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当

該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に

立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようと

するときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有

者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関
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係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第10条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他

の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当た

って特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する

区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別

区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、

この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の

長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供

を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第11条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、

又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以

下この条、次条及び第15条において同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把

握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第３章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第12条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言そ

の他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第13条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当す

ることとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空

家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第６条第２項第３号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、

当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をす

ることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、その

まま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、

修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必

要な具体的な措置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第14条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、

民法（明治29年法律第89号）第25条第１項の規定による命令又は同法第952条第１項の規定による相続財産の清

算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁

判所に対し、民法第264条の８第１項の規定による命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、

地方裁判所に対し、民法第264条の９第１項又は第264条の14第１項の規定による命令の請求をすることができ

る。 

第４章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第15条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸する

ために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ず

るよう努めるものとする。 
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（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第16条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等活用促進区域内の

空家等（第７条第４項第２号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。）につ

いて、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等

の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置

を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を

受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第17条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７条第12項（同条第14

項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第６項に規定す

る特例適用建築物に対する建築基準法第43条第２項第１号の規定の適用については、同号中「、利用者」とある

のは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成26年法律第127号）第７条第12項（同条第14項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条

第１項に規定する空家等対策計画に定められた同条第６項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定

する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７条第12項（同条第14項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第５項に規定する特

例適用建築物に対する建築基準法第48条第１項から第13項までの規定の適用については、同条第１項から第11

項まで及び第13項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」と

あるのは「認めて許可した場合」と、同条第１項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の

推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第７条第12項（同条第14項において準用する場合を含む。）

の規定により公表された同条第１項に規定する空家等対策計画に定められた同条第９項に規定する用途特例適

用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを

得ない」と、同条第２項から第11項まで及び第13項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるの

は「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第12項ただし書中「特

定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第18条 都道府県知事は、第７条第12項（同条第14項において準用する場合を含む。）の規定により公表された空

家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当す

る建築物（都市計画法第４条第10項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築

物を誘導用途に供するため同法第42条第１項ただし書又は第43条第１項の許可（いずれも当該建築物の用途の

変更に係るものに限る。）を求められたときは、第７条第８項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途と

しての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に記載さ

れた空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法（昭和27年法律第229

号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよ

う適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第19条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）第21条に規定する業務のほか、空家

等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後

の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第49条の

規定の適用については、同条第３号中「第21条に規定する業務」とあるのは、「第21条に規定する業務及び空家

等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第19条第１項に規定する業務」とする。 
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（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第20条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）第11条第１項に規

定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の

跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務

を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第21条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法律第82号）第13条第１

項に規定する業務のほか、市町村又は第23条第１項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、

空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができ

る。 

第５章 特定空家等に対する措置 

第22条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周

辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ

る状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次

項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されな

いと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採

その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場

合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置を

とることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対

し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、

その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければな

らない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代

えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の措置を命じようとする

者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によって命じようとする措

置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公

告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することがで

きる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を

履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、

行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をし

てこれをさせることができる。 

10 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者

（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失がなくて第１項

の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第３項に定める手続に

より命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自

ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にその

措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその

措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、

当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 



25 

11 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家

等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要が

あると認めるときで、第３項から第８項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、

これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置

実施者に行わせることができる。 

12 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第５条及び第６条の規定を準用する。 

13 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定

める方法により、その旨を公示しなければならない。 

14 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当

該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

15 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第88号）第３章（第12条及び第14条を除く。）

の規定は、適用しない。 

16 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を

定めることができる。 

17 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定め

る。 

第６章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第23条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法

人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会

社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、

空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所

の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじ

め、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（支援法人の業務） 

第24条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法

に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこ

と。 

⑵ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活

用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

⑶ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

⑷ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

⑸ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

（監督等） 

第25条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、

支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人

に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第23条第１項の規定による指定を取り消

すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 
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（情報の提供等） 

第26条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助

言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所有

者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提供の求めがあったときは、

当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所

有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。）

の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第27条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令

で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合におい

ては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をするか否かに

ついて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等対策計画の作成

又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第28条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認

めるときは、市町村長に対し、第14条各項の規定による請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第14条各項の規定に

よる請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第１項の規定による要請があった場合において、第14条各項の規定による請求をする必要がな

いと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。 

第７章 雑則 

第29条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に

資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財

政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対

策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

第８章 罰則 

第30条 第22条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、50万円以下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨

げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の過料に処する。 
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○ 一関市空家等対策協議会条例 

平成28年３月17日 条例第10号 

                令和５年12月13日 条例第25号 

（設置） 

第１条 空家等に関する対策の推進を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以

下「法」という。）第８条第１項の規定に基づき、一関市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項に関し協議を行う。 

⑴ 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

⑵ 空家等対策計画の実施に関すること。 

⑶ その他協議会において必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、市長及び委員10人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 委員は、知識経験を有する者、市民及び市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長の職務） 

第５条 会長は、会務を総理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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○ 行政代執行法 

昭和23年５月15日 法律第43号 

第１条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによ

る。 

第２条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き

行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しな

い場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公

益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをな

さしめ、その費用を義務者から徴収することができる。 

第３条 前条の規定による処分（代執行）をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされない

ときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。 

２ 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書

をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算

による見積額を義務者に通知する。 

３ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前２項に規定

する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。 

第４条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証

票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 

第５条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文

書をもつてその納付を命じなければならない。 

第６条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。 

２ 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 

３ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の

収入となる。 

第７条 代執行に関し不服のある者は、訴願を提起し、又は当該行政庁に対して異議の申立をすることができる。 

２ 前項の規定による異議の申立をなすべき期間、申立の効果及び異議の決定については、訴願法に規定する訴

願の例による。 

３ 前２項の規定は、裁判所に対する出訴の権利に影響を及ぼすものではない。 



29 

○ 一関市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則 

令和３年１月29日 規則第11号 

令和５年12月13日 規則第78号 

令和６年３月29日 規則第16号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「空家法」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（認定基準等） 

第２条 空家法第２条第２項の特定空家等又は同法第13条第１項の管理不全空家等と認定するための基準及び手

続きは、市長が別に定める。 

（立入調査の通知） 

第３条 空家法第９条第３項の規定による通知は、空家等立入調査通知書（様式第１号）により行うものとする。 

（立入調査員証） 

第４条 空家法第９条第４項の証明書は、立入調査員証（様式第２号）とする。 

（管理不全空家等又は特定空家等の認定） 

第５条 管理不全空家等と認定された空家等の所有者への通知は、原則として管理不全空家等認定通知書（様式

第３号）により行うものとする。 

２ 前項の規定による通知を行った場合において、管理不全空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」とい

う。）が必要な措置を講じたこと等により、当該管理不全空家等の状態が改善され、管理不全空家等に該当しな

い状態となったと認めるときは、遅滞なくその旨の通知を管理不全空家等認定解除通知書（様式第４号）により

行うものとする。 

３ 特定空家等と認定された空家等の所有者への通知は、原則として特定空家等認定通知書（様式第５号）により

行うものとする。 

４ 前項の規定による通知を行った場合において、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたこと等により、

当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等に該当しない状態となったと認めるときは、遅滞なくその旨の

通知を特定空家等認定解除通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（助言又は指導） 

第６条 空家法第 13 条第１項の指導は、空家等適正管理指導書（様式第７号）により行うものとする。 

２ 空家法第 22 条第１項の助言は、原則として口頭により行うものとする。 

３ 空家法第 22 条第１項の指導は、空家等適正管理指導書（様式第８号）により行うものとする。 

（勧告） 

第７条 空家法第 13 条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第９号）により行うものとする。 

２ 空家法第 22 条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第 10 号）により行うものとする。 

 （命令） 

第８条 空家法第 22 条第３項の規定による命令は、命令書（様式第 11 号）により行うものとする。 

（事前通知書） 

第９条 空家法第 22 条第４項の通知書は、命令に係る事前通知書（様式第 12 号）とする。 

（意見書） 

第 10 条 空家法第 22 条第４項の意見書は、意見書（様式第 13 号）とする。 

（意見聴取請求） 

第 11条 空家法第22条第５項の規定による請求は、意見聴取請求書（様式第14号）により行うものとする。 

（意見聴取通知） 
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第 12 条 空家法第 22 条第７項の規定による通知は、意見聴取実施通知書（様式第 15 号）により行うものとする。 

（行政代執行） 

第 13 条 空家法第 22 条第９項の自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせること（以下「代

執行」という。）のための行政代執行法（昭和 23 年法律第 43 号。以下「代執行法」という。）第３条第１項の規

定による戒告は、戒告書（様式第 16 号）により行うものとする。 

２ 代執行に係る代執行法第３条第２項の規定による通知は、代執行令書（様式第 17 号）により行うものとする。 

３ 代執行に係る代執行法第４条の証票は、執行責任者証（様式第 18 号）とする。 

（行政代執行に要した費用の通知等） 

第 14 条 代執行に要した費用（以下「費用」という。）の徴収に係る代執行法第５条の規定による納付の命令は、

代執行費用納付命令書（様式第 19 号。以下「命令書」という。）により費用の納付義務者（以下「納付義務者」

という。）に対して行うものとする。 

（督促） 

第 15 条 命令書に記載された納付期限までに、納入義務者から費用の納付がされないときは、その納付期限後 20

日以内に代執行費用納付督促状（様式第 20 号。以下「督促状」という。）を納付義務者に発し、当該督促状の発

送日から起算して 10 日以内の納付期限を定め、費用の納付を督促するものとする。 

（滞納処分による代執行費用の徴収） 

第 16 条 督促状に記載された納付期限までに納付義務者から費用の納付がされないときは、代執行法第６条第１

項の規定による国税滞納処分の例により、徴収するものとする。 

（代執行費用徴収職員） 

第 17 条 市長は、空家に関する事務に従事する市職員及び一関市市税条例（平成 17 年一関市条例第 46 条）第２

条第１号の徴税吏員を代執行費用徴収職員として委任し、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

⑴ 費用の徴収のための質問又は検査及び調査に関すること。 

⑵ 費用の滞納処分に関すること。 

２ 代執行費用徴収職員は、前項各号の事務を行うときは、代執行費用徴収職員証（様式第 21 号）を常に携帯し、

関係者の請求があった場合は、これを呈示しなければならない。 

（準用） 

第 18 条 第 13 条第３項及び第 14 条から 17 条までの規定は、空家法第 22 条第 10 項から同第 12 項までに規定す

る処分について準用する。 

（標識） 

第 19 条 空家法第 2 条第 13 項の標識は、標識（様式第 22 号）とする。 

（公告及び公示の方法） 

第 20 条 空家法第 22 条第７項及び同条第 10 項の規定による公告は、一関市公告式規則（平成 20 年一関市規則

第 25 号。以下「公告式規則」という。）により行うものとする。 

２ 空家法第 22 条第 13 項又は第 23 条第２項若しくは第４項の規定による公示は、空家等対策の推進に関する特

別措置法施行規則（平成 27 年総務省令・国土交通省令第１号）で定める方法のほか、公告式規則により行うも

のとする。 

（補則） 

第 21 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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○ 一関市特定空家等及び管理不全空家等認定基準 

令和３年２月 26 日 告示第 48 号 

令和７年３月 ６日 告示第 45 号 

（趣旨） 

第１ この告示は、一関市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則（令和３年一関市規則第 11 号）第２条

に規定する特定空家等及び管理不全空家等に認定するための基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「法」という。）第２条第

１項に規定するものをいう。 

⑵ 特定空家等 法第２条第２項に規定するものをいう。 

⑶ 管理不全空家等 法第 13 条第１項に規定する空家等をいう。 

⑷ 住宅等 空家等以外の常時居住の用に供する建築物をいう。 

（立入調査） 

第３ 市長は、法第９条第２項の規定により、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立入調

査をさせることができる。この場合において、当該職員又はその委任した者には、建築士の資格を有する者を１

人以上含むものとし、２人以上で立入調査を行うものとする。 

２ 立入調査の項目は、特定空家等及び管理不全空家等認定基準チェックシート（別表）のとおりとする。 

３ 立入調査を行った結果、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、特定空家等又は管理不全空家

等に認定する必要のある空家等として、一関市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）において報告する。 

⑴ 別表第１項第１号又は第２号の項目のいずれかに該当する。 

⑵ 次のいずれかに該当する。 

ア 別表第１項第３号及び第４号の項目のおおむね半数以上に当てはまる。 

イ 別表第２項の項目のおおむね半数以上に当てはまる。 

ウ 別表第３項の項目のおおむね半数以上に当てはまる。 

エ 別表第４項の項目のおおむね半数以上に当てはまる。 

⑶ 次のいずれかに該当する。 

ア 半径３キロメートル以内に公共施設、学校又は未就学児が利用する施設がある空家等 

イ 現に、公道にはみ出し、車両及び歩行者の通行を妨げている又は住宅等に危害を及ぼしている空家等 

ウ 敷地内の建築物が倒壊した場合、壁、柱、屋根などが公道にはみ出し、車両若しくは歩行者の通行を妨げ 

る空家等又は車両、歩行者若しくは住宅等に危害を及ぼすおそれがある空家等 

（協議会） 

第４ 協議会の委員は、立入調査の報告を受け、特定空家等又は管理不全空家等の認定について、意見を述べるこ

とができる。 

（特定空家等又は管理不全空家等の認定） 

第５ 市長は、立入調査の結果及び協議会委員の意見を参考に特定空家等又は管理不全空家等に認定するものと

する。 

 （非常時調査） 

第６ 市長は、非常の場合又は危険の切迫があるなど特別の事情が生じた空家等について、立入調査以外の公道

等からの外観目視調査（以下「非常時調査」という。）を行うことができる。 

２ 非常時調査の項目は、第３第２項の規定を準用する。 
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３ 市長は、非常時調査を行った場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、特定空家等に認定するこ

とができる。 

⑴ 次のいずれかに該当する。 

ア 現に建築物が倒壊又は一部崩落している。 

イ 建築物の倒壊又は一部崩落若しくは屋根、壁又は空家等と認められる場所にある工作物等の飛散の可能

性が差し迫っている。 

⑵ 第３第３項第３号のいずれかに該当する。 

４ 市長は、前項の規定により特定空家等に認定した場合は、速やかに協議会に報告する。 
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別表（第３関係） 

特定空家等及び管理不全空家等認定基準チェックシート 

特定空家等 管理不全空家等 

１ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態と認定する基準 

⑴ 建築

物の傾

斜 

基礎の不同沈

下 

基礎に不同沈下があり、建築物全体のおお

むね４分の１以上に、20 分の１を超える傾

斜がある。 

基礎に不同沈下があり、建築物全体のお

おむね４分の１以上に、60 分の１を超え

る傾斜がある。 

柱の傾斜 

建築物全体のおおむね４分の１以上に、20

分の１を超える傾斜がある（２階以上の階

のみが傾斜している場合も同様）。 

建築物全体のおおむね４分の１以上に、

60 分の１を超える傾斜がある（２階以上

の階のみが傾斜している場合も同様）。 

⑵ 建築

物の構

造耐力

上主要

な部分

の損傷

等 

基礎及び土台 

基礎に幅 0.3 ミリメートル以上のひび割れ

又は局部的な破壊が 10 箇所以上ある。 

基礎に幅 0.3 ミリメートル以上のひび割

れ又は局部的な破壊がある。 

土台等が基礎幅をはみ出す程のずれ、脱落

又は遊離がある。 

土台等のずれがある。 

土台となる木材が腐食して著しい断面欠損

（断面の半分以上）又は緊結金物の著しい

腐食がある。 

土台となる木材が腐食して断面欠損があ

る。 

柱、はり、筋か

い、柱とはりの

接合等 

柱、はり、筋かいに亀裂又は変形、若しくは

柱とはりのずれが２箇所以上ある。 

柱、はり、筋かいに局部的なひび割れや破

損がある。 

⑶ 屋根

や外壁

等の脱

落や飛

散のお

それ 

屋根ふき材、ひ

さし又は軒 

屋根のおおむね半分以上に、著しい変形又

は抜け落ちがある。 

屋根ふき材の一部に剥落やずれがある。 

屋根瓦のずれなどにより、屋根ふき材にお

おむね半分以上の剥落がある。 

屋根瓦のずれなどにより、屋根ふき材の

一部に剥落がある。 

軒が垂れ下がり、おおむね半分以上の崩落

がある。 

軒の一部が垂れ下がっている。 

軒の裏板、垂木等が腐朽し、おおむね半分以

上の脱落がある。 

軒の裏板、垂木等の一部が腐朽している。

外壁 

仕上げ材のおおむね半分以上が剥がれ、下

地の露出がある。 

仕上げ材の一部が剥がれ、下地の露出が

ある。 

外壁を貫通する穴が、10 箇所以上ある。 外壁を貫通する穴がある。 

外壁のモルタル及びタイル等の仕上材に浮

きが生じ、おおむね半分以上の脱落がある。

外壁のモルタル及びタイル等の仕上材に

ひび割れ、ずれ及び浮きが生じている。 

看板、給湯設

備、屋上水槽等

看板の仕上材の剥落、看板の転倒、破損又は

脱落、若しくは支持部分の腐食がある。 

看板にひび割れがある。 

給湯設備又は屋上水槽等に、転倒、脱落又は

支持部分の腐食がある。 

給湯設備又は屋外水槽等の一部が破損し

ている。 

屋外階段又は

バルコニー 

屋外階段又はバルコニーに、幅 0.3 ミリメ

ートル以上のひび割れ、破損、脱落又は傾斜

がある。 

屋外階段又はバルコニーの一部に、腐朽

又は破損がある。 

門又は塀 
門又は塀に、幅 0.3 ミリメートル以上のひ

び割れ、破損又は傾斜がある。 

門又は塀に、ひび割れ、破損又は傾斜があ

る。 
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特定空家等 管理不全空家等 

⑷ 擁壁が老朽化し危険と

なるおそれ 

国土交通省都市局都市安全課「宅地擁壁

の健全度判定・予防保全マニュアル」によ

る健全度判定区分が「低」である。 

国土交通省都市局都市安全課「宅地擁壁

の健全度判定・予防保全マニュアル」によ

る健全度判定区分が「中」である。 

２ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態と認定する基準 

建築物又は設備等の破損等

による影響 

吹付け石綿の使用が目視により確認でき、

使用部位の破損等により飛散し暴露する可

能性が高い。 

吹付け石綿の使用が目視により確認でき

る。 

浄化槽等の破損により、排水等の流出によ

る臭気の発生があり、敷地境界からでも強

い臭気を確認できる。 

浄化槽等の破損がある。 

ごみ等の放置、不法投棄に

よる影響 

ごみ等の放置又は不法投棄による臭気の発

生があり、敷地境界からでも強い臭気を確

認できる。 

ごみ等の放置又は不法投棄による臭気の

発生がある。 

ごみ等の放置により、敷地境界からでも多

数のねずみ、はえ、蚊等が確認できる又は敷

地境界で顔を払う程度の害虫が確認でき

る。 

ごみ等の放置により、ねずみ、はえ、蚊等

が確認できる。 

３ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態と認定する基準 

建築物等の不適切な管理等

を原因とした状態 

屋根又は外壁等のおおむね半分以上が汚物

や落書き等で外見上大きく傷み、汚れたま

ま放置されている。 

屋根又は外壁等の一部が汚物や落書き等

で傷んでいる。 

窓ガラスのおおむね半分以上が割れたまま

放置されている。 

窓ガラスの一部が割れたまま放置されて

いる。 

看板等の工作物が原型を留めず本来の用を

なさない程度まで破損したまま放置され、

表示部分の半分が確認できない。 

看板等の工作物の一部が破損したまま放

置されている。 

立木又は雑草の不適切な管

理等を原因とした状態 

飛び出している枝葉がおおむね30センチメ

ートル以上となり、建築物の壁面を覆う程

度まで繁茂又は枝葉が敷地の外にはみ出し

ている。 

枝葉の剪定等がなされておらず、敷地の

外にはみ出している。 

草丈がおおむね30センチメートル以上とな

り、建築物の壁面を覆う程度まで繁茂又は

雑草が敷地の外にはみ出している。 

雑草が繁茂している。 
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特定空家等 管理不全空家等 

４ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態と認定する基準 

立木を原因とした不適切な

状態 

立木の腐朽枯損により、倒木又は枝折れ等

が生じ、近隣の道路や敷地外に大量に散ら

ばっており、通常の通行が困難である。 

立木の伐採等がなされておらず、腐朽枯

損が確認できる。 

枝葉が、歩道からおおむね 2.5 メートル以

内の高さに50センチメートル以上歩道には

み出し又は道路標識若しくは信号等にかか

っている。 

枝葉が歩道にはみ出している。 

枝葉が、車道からおおむね３メートル以内

の高さに50センチメートル以上車道にはみ

出し、又は道路標識若しくは信号等にかか

っている。 

枝葉が車道にはみ出している。 

枝葉が、道路等を除く敷地の外に 50 センチ

メートル以上はみ出している。 

枝葉が、道路等を除く敷地の外にはみ出

している。 

枝葉が電線を覆っている。 枝葉が電線に触れている。 

空家等に侵入した動物等を

原因とした不適切な状態 

動物のふん尿による臭気の発生があり、敷

地境界からでも強い臭気を確認できる。 

動物のふん尿による臭気の発生がある。 

動物の毛、羽毛等が敷地外まで飛散してい

る。 

動物の毛、羽毛等が確認できる。 

動物の鳴き声その他の音が頻繁に聞こえ、

会話の妨げとなる。 

動物の鳴き声その他の音が聞こえる。 

動物が棲みつき敷地の内外を出入りしてお

り、周辺の土地又は家屋に侵入するおそれ

がある。 

動物が棲みついている。 

ごみ等の発生元にかかわらず、敷地境界か

らでも多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、

又は敷地境界で顔を払う程度の害虫がい

る。 

ねずみ、はえ、蚊等が発生している。 

シロアリの大量発生による近隣の家屋への

飛来又は蜂の巣（有害）が確認できる。 

シロアリの発生又は蜂の巣が確認でき

る。 

建築物等の不適切な管理等

を原因とした不適切な状態

外壁を貫通する穴が生じ、不特定の者が容

易に侵入できる開放がある。 
外壁を貫通する穴が生じている。 

ドアの外れなど、不特定の者が容易に侵入

できる開放がある。 

ドアの外れなどの開放がある。 

門扉の未施錠、外れなど、不特定の者が容易

に侵入できる破損などがある。 

門扉の未施錠、外れなどの破損などがあ

る。 

窓ガラスの割れなど、不特定の者が容易に

侵入できる破損がある。 

窓ガラスの割れなどの破損がある。 

敷地外まで土砂等が大量に流出し、通行等

の妨げとなっている。 

敷地外まで土砂等が流出している。 
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○ 住宅に関する意向調査結果（平成27,28年度実施） 

・ 再利用可能空家等所有者 

… 小規模な修繕により再利用が可能な空家等所有者等への意向調査結果

・ 再利用不可能空家等所有者

… 危険度・緊急度が高い、環境・衛生面から周辺への影響が懸念される空家等の所有者等への意向調査 

⑴ 対象となる住宅の維持・管理について、お困りのことは何ですか。（複数回答可） 

再利用可能空家等所有者 再利用不可能空家等所有者

管理の手間が大変 [４６]  20.6％ [ ３]  13.0％

管理の委託料が高い [ ２]   1.0％ [ ０]   0.0％

身体的・年齢的な問題 [４０]  17.9％ [ ７]  30.4％

現住所から対象住居までが遠い [８９]  39.9％ [ ８]  34.8％

管理を頼める相手を探すのが大変 [１７]   7.6％ [ ０]   0.0％

その他 [２９]  13.0％ [ ２]   8.7％

⑵ 対象となる住宅の今後の活用等について、どのようにお考えですか。（複数回答可）

再利用可能空家等所有者 再利用不可能空家等所有者

時々使用する（短期～長期滞在）ために維

持する
[５９]  32.1％ [ ２]   8.7％

貸出、売却したい [５１]  27.7％ [ ４]  17.4％

新築、改築、解体する予定 [１２]   6.5％ [ ８]  34.8％

予定なし（現状のまま） [５３]  28.8％ [ ５]  21.7％

子や孫に任せる [  ８] 4.3％ [ ０]   0％

その他 [  １]  0.5％ [ ０]     0％

⑶ 対象となる住宅の今後の利活用等について、お困りのことはありますか。（複数回答可）

再利用可能空家等所有者 再利用不可能空家等所有者

今後の使用予定はないのでどうしたらよ

いかわからない。
[２９]  18.7％ [ ７]  30.4％

貸出・売却したいが相手が見つからない [４１]  26.5％ [ ４]  17.4％

解体したいが解体費の支出が困難で解体

できない
[ ６]  26.1％

解体して更地になることで固定資産税が

上がる
[ ３]  13.0％

特にない [６１]  39.3％ [ ２]   8.7％

その他 [２４]  15.5％ [ ３]  13.0％

⑶ 一関市で実施している「空き家バンク」に興味はありますか。（複数回答可）

再利用可能空家等所有者 再利用不可能空家等所有者

是非利用したい [２７]  10.8％

興味があるので詳しく話を聞きたい [３１]  12.4％

制度は知っているが、当面は利用しない [１４２]  57.1％

その他 [４９]  19.7％
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